
競争入札公告 
 

社団法人日本学会において、下記の契約について競争に付します。 
 
１．競争入札事項  日本知財学会誌第５巻各号出版（直接出版費に限る。） 
２．競争参加資格  （１）各省各庁における物品の製造・販売等に係る競争契約の参加資格（全

省庁統一規格）において、平成 20 年度における「物品の製造」の区分に
おいて「A」、「B」、「C」又は「D」の等級に格付けされている者であるこ
と。 

          （２）以下の競争参加者の制限に係る事項に該当しない者であること。 
ア 特別の理由がある場合（未成年者、被保佐人又は被補助者であって、

契約締結のために必要な同意を得ている者）を除くほか、本契約を締結

する能カを有しない者及び破産者で復権を得ない者。 
イ 次の各号の一に該当すると認められる者であって、その事実があった

後2 年間を過ぎていない者 
一 契約の履行に当たり故意に製造等を粗雑に行い、又は物件の品質若

しくは数量に関して不正の行為をした者 
ニ 公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し若しくは不正の

利益を得るために連合した者 
三 落札者が契約を結ぶこと又は契約者が契約を履行することを妨げた

者 
四 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げた者 
五 正当な理由がなくて、契約を履行しなかった者 
六 前各号の一に該当する事実があった後2 年を経過しない者を、契約
の履行にあたり代理人、支配人その他の使用人として使用した者 

３．入 札 方 法  入札金額は、総額を記入すること。 
落札決定にあたっては、入札書に記載された金額に当該金額の5パーセント
に相当する額を加算した金額（当該金額に 1 円未満の端数を生じた場合は、
その端数を切り捨てた金額とする。）をもって落札価格とするので、入札者

は消費税にかかる課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った契約金額の105 分の100 に相当する金額を入札書に記載すること。 
４．落札決定方法  本公告に示した物品を納入できると契約担当者が判断した入札者であって、

本会が作成した予定価格の制限の範囲内で最低価格をもって有効な入札を

行った入札者を落札者とする。 
５．納 入 期 限  平成21 年3月19日（木） 
６．入札書等受領  平成20年3月21日（金）12時 社団法人日本知財学会事務室 
期限及び提出 



場所 
7 ．開札の日時  平成20年3月21日（金）12時15分 社団法人日本知財学会入札室 
  及 び 場 所 
8 ．入札の無効  下記のいずれかに該当する入札書は無効とする。 

① 競争に参加する資格のない者の提出した入札書 
② 所定の事項の記載（押印を含む。）のない入札書 
③ 入札金額の記載が不明確なもの及び金額を訂正したもので、その訂正に
ついて押印のない入札書 
④ 契約の目的となる物件及び役務の名称に重大な誤りのある入札書 
⑤ 所定の事項の記載（押印を含む。）の判然としない入札書 
⑥ その他入札に関する条件に違反した入札書 

9．契 約 条 件  別紙契約書（案）のとおり 
10．契約書の作成  契約の締結にあたっては、契約書を作成するものとする。 
11．そ の 他  詳細は入札説明書による。 

以上公告する。 
平成20年3月6日 

契約担当者 
社団法人日本知財学会 
会 長  軽 部 征 夫  


